
事業者・職場における新型インフルエンザ対策について 

 

 本年４月にメキシコで確認された新型インフルエンザについては、多数の国・地域に感染が拡大し、５月９

には日本人の感染が初めて確認、また、５月１６日には神戸市で国内初の感染が確認され、今後さらに感染が

広がっていくことが懸念されます。 

 新型インフルエンザは、人が免疫をもたないため感染が拡大し、医療や事業活動など社会全体に様々な影響

を及ぼすことが考えられます。 

 このため、事業の規模にかかわらず、事業者の皆様にも、新型インフルエンザ対策の計画と実行が求められ

ています。 

 事業者の皆様の適切な行動により、感染防止と被害の最小化が図られることで、社会機能の維持及び県民生

活の安全・安心の確保につながります。 

 国、福岡県等が提供する情報を入手し、新型インフルエンザの症状や拡大に応じた適切な対策を講じましょ

う。 

 

● 新型インフルエンザ発生前の準備 

県内で新型インフルエンザが発生する前に、事業を継続することに伴う労働者や訪問者、来客者等が感

染する危険性、労働者のり患や発症した家族の看病等による欠勤者の増加に伴う事業運営等について、事

前に対策を検討しておきましょう。 

 

● 新型インフルエンザ発生後の対応 

 県内で新型インフルエンザが発生した場合、急速にまん延するおそれがありますので、国、福岡県等が

提供する情報を入手し、策定した事業継続計画等に従って、感染防止策及び事業継続のための対策を講じ

ましょう。 

 

発生前の準備 

  １ 危機管理体制の確立（対策本部の設置や連絡体制の確立） 

  ２ 情報収集及び周知方法（労働者及び取引先等）の確立 

  ３ 労働者の健康管理 

 ４ 感染予防の事前措置（手洗いの励行、マスク、手袋、手指消毒アルコールなどの確保等）

 ５ 業務運営体制・事業継続計画の検討（事業継続の観点からの経営体制や在宅勤務等の業

務形態の検討など） 

 ６ 教育・訓練 

福岡県内で発生した後の対応 

１ 危機管理組織の設置・運営 

２ 情報収集及び周知 

３ 労働者の健康管理 

   ４ 職場内での感染拡大の予防措置（会議、会合、研修等を中止または延期、必要に応じた業務

の縮小等） 

５ 事業継続計画の実行 



 

● 新型インフルエンザに係る情報提供等 

● 厚生労働省（※クリックすると関係ホームページにリンクします。） 

● 福岡県（同上） 

 ○「事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」（同上） 

 ○「新型インフルエンザ対策行動計画」（同上） 

 ○ 新型インフルエンザに係る「基本的対処方針」（※クリックすると同方針にリンクします。） 
  

※ 「新型インフルエンザ対策行動計画」や「新型インフルエンザ対策ガイドライン」と「基本的対処方針」

の関係について 

従来の新型インフルエンザ対策については、弱毒性ではあるが病原性の高いスペインかぜや強毒性の

鳥インフルエンザ（H５N１）に由来する新型インフルエンザも念頭に置きながら、「新型インフルエンザ

対策行動計画」及び「新型インフルエンザ対策ガイドライン」として整理されていますが、今般のウイ

ルスは、現時点では、軽症の方が多いという特徴を持ち、「新型インフルエンザ対策行動計画」が念頭に

置いていた健康被害の程度とはかなり異なっています。 

このため、今般のウイルスの特徴に鑑み、国民生活や経済への影響を最小限に抑えることが適当と考

えており、行動計画等をそのまま適用するのではなく、「基本的対処方針」により、地域の実情に応じた

柔軟な対応を行っていくこととされています。 

 

● 新型インフルエンザに関するＱ＆Ａ 

今回発生した新型インフルエンザに関する疑問については、次のＱ＆Ａを参考に対応をお願いします。 

   また、当局労働基準部監督課（労働条件関係）、労働衛生課（労働衛生関係）でも相談を受け付けていま

すので、ご利用ください。 

 

＜一般的な問い合わせ＞ 

 

Ｑ１ （新型インフルエンザの基礎的な知識や予防対応についての問い合わせ） 

（Ａ１) 

厚生労働省の窓口（０３－３５０１－９０３１）又は福岡県の相談窓口（０９２－６４３－３２７９）

に問い合わせてください。 

 

Ｑ２ 職場において、新型インフルエンザに感染した労働者の発生や感染拡大を防止するために、どのような

対応をしたらよいでしょうか。 

（Ａ２) 

１ 「事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」の第１章に記載されているように、流

行時においても、人命の安全確保を第一に考えるとともに、可能な限り感染拡大による社会・経済的な影

響を減じるため、事業者においては、事前に新型インフルエンザを想定した事業継続計画を策定し、周到

な準備を行うとともに、発生時には計画に基づいて冷静に行動することが必要であるとされています。 

２ また、具体的な新型インフルエンザ対策については、「事業者・職場における新型インフルエンザ対策

ガイドライン」において、事業者が講ずる必要のある対応例などが示されていますので、事業者は、これ

に沿って、感染防止対策を講じることや事業継続について検討することが求められます。 

３ 基本的なインフルエンザ対策で、個人や事業者が実施できる具体的な感染防止策として、 

（１）対人距離の保持 

（２）手洗い 
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（３）咳エチケット 

（４）職場の清掃・消毒、 

等の対応例が示されています（p.98～p.101）。 

また、同ガイドラインでは、危機管理体制の整備として、 

（１）事業継続計画の立案に当たっては、就業規則や労働安全衛生にも関わることから、産業医等をメンバ

ーに加えることが望まれる（p.101） 

（２）感染防止策については、専門的な知識を必要とすることがあるため、産業医などを活用して、助言を

依頼することも検討する（p.105） 

等としているほか、 

（３）発熱などの症状のある人の入室を防ぐ方法を検討する。例えば、従業員や訪問者等の中に感染した可

能性がある者が、直ぐに発見・報告される仕組みを構築する（例：従業員や訪問者等の体温測定等）（p.107） 

（４）職場における感染防止策について、従業員へ教育・普及啓発を行う（p.118） 

（５）従業員に対して、38度以上の発熱、咳、全身倦怠感等のインフルエンザ様症状があれば出社しない等

の注意喚起を行う（p.121） 

（６）欠勤した従業員本人や家族の健康状態の確認（発熱の有無や発症者との接触可能性の確認）や欠勤理

由の把握を行い、本人や家族が感染した疑いがある場合には連絡するよう指導する（p.121） 

等の対応例が示されていますので参考としてください。 

４ このようなガイドラインに沿った職場における感染防止対策の検討を行うに当たっては、産業医等の助

言を受けたり、衛生委員会において対策を審議するなど、労働安全衛生法上の安全衛生管理体制を活用し、

実施していくことが望まれます。 

５ なお、ガイドラインの内容等についての問い合わせは、厚生労働省の窓口（０３－３５０１－９０３１）

又は福岡県の相談窓口（０９２－６４３－３２７９）までお願いします。 

※ （ ）内のページは「事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」の該当ページです。 

 

Ｑ３ ○○から事業場における事業継続計画の策定を要請されましたが、どうすればいいのでしょうか？ 

（Ａ３) 

策定に当たっては、「事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」があるのでそちらを

参照するとともに、その内容については、厚生労働省の相談窓口（０３－３５０１－９０３１）又は福岡県

の相談窓口（０９２－６４３－３２７９）若しくは要請がなされた○○に問い合わせください。 

 

Ｑ４ （労働安全衛生法等の解釈以外の問い合わせ） 

（Ａ４) 

厚生労働省の相談窓口（０３－３５０１－９０３１）又は福岡県の相談窓口（０９２－６４３－３２７９）

に問い合わせて下さい。 

 

＜安全衛生に関する問い合わせ＞ 

 

Ｑ５ 医療施設、医療廃棄物処理業者、研究施設等新型インフルエンザウイルスによって汚染のおそれの著し

い業務を行う事業者は、新型インフルエンザ発生時には、労働安全衛生法に基づき、新たに、何か措置を

講じなければならないのでしょうか。 

（Ａ５) 

１ 労働安全衛生法第２２条の「病原体」には、新型インフルエンザも含まれますが、新たに実施すべき

措置はありません。すでに実施している措置を引き続き実施していただくとともに、この機会に改めて、

これらの措置が徹底されているか、確認をお願いいたします。 

２ なお、病原体によって汚染のおそれの著しい業務を行う事業者における病原体等による健康障害を防
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（土・日・祝日を含む） 

● 北九州市（※クリックすると関係ホームページにリンクします。） 

「新型インフルエンザ発熱電話相談」フリーダイヤル０１２０－１２０－１１５／２４時間対応 

● 久留米市（※クリックすると関係ホームページにリンクします。） 

発熱相談窓口（電話相談） 

設置日 
４月２８日（火）から（土・日・祝日を含む）

※当分の間設置します。 

対応時間 午前９時から午後９時 

電話番号 

０９４２－３０－９７３０ 

(ファックス番号０９４２－３０－９８３３）

久留米市保健所 保健予防課 

● 大牟田市（※クリックすると関係ホームページにリンクします。） 

発熱相談窓口５月１日（金曜日）から当分の期間（土・日・祝日を含む）８時３０分～２１時 

電話番号０９４４－４１－２６６９（大牟田市保健所 健康対策課）  
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